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１．持続可能な地域コミュニティづくり、地区まちづくり協議

会の在り方について 

誰もが地域の一員として安心して暮らすことができるまち

をつくっていく上において、持続可能な地域コミュニティづ

くりは極めて重要であるとの認識の下、過去数回にわたり、

まちづくり協議会や地区団体等を取り上げ一般質問を行って

きた。 

近くは、令和４年11月定例会において、ウィズコロナ時代

を迎えての地区まちづくり協議会の在り方について質問をし

たところである。 

その後、令和４年に施行された新・富士市まちづくり活動

推進計画（以下、「新・活動推進計画」という）を自分なりに

検証し、また、地元の地区まちづくり協議会へ役員として関

わり、さらには本年６月から７月にかけて実施されたまちづ

くり協議会部会機能活性化研修会へ参加した中で、今後の地

域コミュニティづくり、まちづくり協議会の在り方や施策に

ついて、現在の考えの下で進めていいものなのか疑問に思い、

再度質問するものである。 

本市における近年の地域コミュニティづくりに関する施策

を振り返ると、平成24年４月に富士市まちづくり活動推進計

画（愛称：地域の力こぶ増進計画、以下、「活動推進計画」と

いう）が施行され、計画には本市のまちづくり活動のさらな

る活性化を目指した基本指針として、「社会情勢の変化に柔軟

に対応できる、足腰の強い、将来にわたって持続可能な地域

コミュニティづくり」が掲げられ、活動実施体制、人づくり、

活動の場・連携について具体的な方策が示された。 

その中で、活動実施体制については、各地区団体の連携・

協力関係を強化し、地区が一体となってまちづくり活動を推

進するため、まちづくり推進会議（会）の役割・機能を改め

て見直し、町内会・区、まちづくり推進会議（会）、生涯学習

推進会、その他の地区団体等の関係・役割分担を体系化した、

部会制の導入による新しいまちづくり組織（仮称「まちづく

り協議会」）への再編が示された。 

また、計画の中で、新しいまちづくり組織のメリットとし

て、「①組織を体系化することで、民主的な運営、情報公開が

図られて、地区のまちづくり活動への関心が高まる。②部会

制の導入により、地区団体間の連携が促進され、事業内容の

重複が解消されるなど、課題解決に向けた、効果的、効率的

なまちづくり活動が行われる。③部会制の導入当初は、会議

の運営等の事務量増大が見込まれるが、将来的には、地区団

体間の連携が促進され、実施事業の効率化を推進し、地区団

体等の整理、役員重複の解消について検討し、地区住民の負

担軽減を図る。」と示されている。 

そして平成26年には、活動推進計画に基づき、市内26地区

においてまちづくり協議会が設立された。 
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以降、平成28年の富士市地区まちづくり活動推進条例の施

行、平成29年の活動推進計画（第２次実施計画）の施行を経

て、令和４年に新・活動推進計画が施行されたところである。 

以上の計画等の経緯から、まちづくり協議会の位置づけを

整理すると、当初の活動推進計画では、基本指針の実現に向

けた一つの方策として、部会制を導入したまちづくり協議会

への再編と計画的な事業実施に関する内容が示された。 

しかし、新・活動推進計画では、基本指針の実現は、各地

区まちづくり協議会の主体的な活動による自律的な地域コミ

ュニティの形成によって成し得ると体系づけられ、計画の内

容もほぼまちづくり協議会のことで占められており、持続可

能な地域コミュニティづくりを進めるための手段であったは

ずのまちづくり協議会の取組・活動が、結果的に目的化して

しまっている、いわゆる手段の目的化に陥っているように感

じる。 

本市の強みである小学校区単位に設置されているまちづく

り協議会に期待し、まちづくり協議会が自らの考えで活動し

たり組織体制を変えていくことで、地区の地域力や自治力を

向上できるという考え方は理想としては理解できる。 

しかし、まちづくり協議会の現状を見ると、設立後10年が

経過しようとしているにもかかわらず、認知度は依然として

低く、多くの地区で会長・部会長等の役員の成り手・担い手

不足、部会機能の未達など、組織のメリットとして示されて

いることが成果として現れていないのが実態であるように感

じる。 

その上に、新・活動推進計画の内容を推し進めていくこと

になると、まちづくり協議会全体及び部会がさらに重責を担

うことになるため、役員の責任や負担も増大し、成り手・担

い手不足がさらに深刻化してしまい、逆にまちづくり協議会

の機能が低下し、また、まちづくり協議会に施策が集中しす

ぎているがゆえに、地域コミュニティの弱体化が進んでしま

う可能性もある。 

そのようなことから、持続可能な地域コミュニティづくり

に向けた、まちづくり協議会の在り方、コミュニティづくり

に関する施策の在り方について再考すべきではないかと考

え、新・活動推進計画が施行されたばかりではあるが、一石

を投じるという思いで、以下質問する。 

(1) まちづくり協議会の役員に関して、以下を伺う。 

① まちづくり協議会を運営していく上で重要な役割を担

う役員の成り手・担い手不足が、多くの地区で課題とな

っているようだが、その原因をどのように捉えているか。 

② 成り手・担い手不足に対して、市としても施策を展開

していると思うが、今後解消されていくと考えるか。 

(2) まちづくり協議会の部会制に関連して、以下を伺う。 

① 部会が機能（横の連携、課題解決型事業の実施など）
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佐野 智昭（１８） 

 

している地区では、どのような工夫や努力がされている

か。 

② 部会にとらわれずに活動を展開している地区があるよ

うだが、その状況はいかがか。 

③ 健康推進員が廃止された代替として、まちづくり協議

会活性化補助金に健康づくりの項目が設けられたが、各

まちづくり協議会でどのように対応しているか。 

④ まちづくり協議会との協働を推進するための全庁的な

会議体での現段階の検討結果はどのようか。 

(3) まちづくり協議会の在り方に関連して、以下を伺う。 

① 現在のような組織体制でシステマチックに施策を展開

する形ではなく、まちづくり協議会の中枢機能は確保し、

中心的役割を担いつつも、多様なステークホルダー（町

内会・区、各地区団体、ＮＰＯ・市民団体、企業、個人

等）が関わり、それぞれの強みや特徴を生かし、地区に

必要なことに対して動くような、気づいた人・団体が動

けるような、情報交換や交流によって新たな活動が生み

出されるような、多様性・柔軟性のある組織に変えてい

くことが必要であると考えるが、そのことについての見

解を伺う。 

② 今後予定されているまちづくり交流会において、現在

の体制にとらわれないまちづくり協議会の在り方につい

て議論する場を設けてはどうか。 

(4) 地域コミュニティを支えている最も基礎的な組織である

町内会・区に対しての支援を強化すべきという視点で、以

下を伺う。 

① 高齢者の見守り、防災（共助、マイタイムライン等）、

空き家問題など、町内会・区単位で対応していくことが

効果的な課題に対して、包括的に取り組んでいくための

ガイドラインを作成したらどうか。 

② 地域のつながり、地域コミュニティの醸成に成果が認

められた町内会・区の活動に対して支援する補助制度を

創設したらどうか。（何かを行うための支援ではなく、行

った後にアウトカムを精査し、補助金を出す仕組み） 
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